
宗教改革 田宗教改革の経過と内容mm

0意 志の人 マルティン =ルタ… 0483～1540

○贖宥状の

販売 「贖宥

状を買えば魂

が救済される」

として教会の

資金集めの手

段に使われた。

特に強力な王

権のないドイ

ツは教会から

搾取され,「 □

―マの牝牛」

といわれた。

i・ 4

ザクセンの鉱山経営者の子に生まれたマルティン=ルターは, ドイツで最も名門とされて

いたエルフルト大学で法学を学んだが,突然両親の期待に背き修道院に入つて求道生活をし,

1512年ヴィッテンベルク大学の神学教授になつた。贖宥状の販売に対し,あくまで信仰上の

疑間として「95か条の論劃 で批判したことが大反響を招き,ライプチヒ討論で教皇の権威を

否定して全面対立となつた。教皇の破門宣告や皇帝の圧迫にも「良心に背くことはできない」

として屈せず,ザクセン選帝侯フリードリヒの保護で聖書のドイツ語訳も完成させた。

カトリック(イ タリア) ルター派(ドイツ) カルヴアン派(スイス・フランス) イギリス国教会(イ ギリス)

北
目
　
　
旦
示

1414～18 コンスタンツ公会i

椰鶉
|

1403 フスの教会批判

義(フスの大刑,教会大分裂に終止符)

419～36 フス戦争

○マルティン

=ルター

1523 ツヴィングリ,チュー

リヒで宗教改革を始め

る

ウィクリフの教会批判
ワット=タイラーの乱
(ジ ョン=ボールの指導)

ヘンリ8世 ,マルティ

z[ルター非難(「信仰
擁護者」の称号受ける)

経

　

過

○レオ10世

教皇レオ10世 ,マル

ティン=ルターを破門

534 ィェスズ会,パリで設
立(□ ∃ラ,ザビエル)

540 イエズス会,□―マ

教皇による承認
545～63

トリエント公会議

反宗教改革始まる

(景::[I』菖突了)

517 ルター
,

「95か条の論題」発表

(宗教改革開始)(OP24118史 |

519 ライプチヒ討論
521 ヴォルムス帝国議会
522～23 騎士戦争
524～25 ドイツ農民戦争

(ミ ュンツアーの指導)

526 第 1回シユパイエル帝国議会

(皇帝,ルター派布教承認)

529 第2回シユパイエル帝国議会

(皇帝,ルター派禁止)

530 シュマルカルデン同盟成立

546～47 シュマルカルデン戦争
555 アウグスブルクの宗教和議

(雪言,薄ワ三Ю椒ラ』峯)

618～48 三十年戦争

○カルヴアン

1536 カルヴアン,バーゼルで
『キリスト教綱要』を発表

1541 カルヴアン,ジュネーウ

で改革を行う

(神政政治,～ 64)

1562～ 98 ユグノー戦争
1572 サン=ノ ψレテルミの虐殺
1598 ナントの勅令

○ヘンリ8世

1527 ヘンリ8世 ,王妃カザ

リンとの離婚問題から

教皇と対立
1534 首長法制定発布

イギリス国教会成立
1536/39 修道院解散 土地没収
1549 エドワード6世,国教

の新教化推進
1555 カトリックに復帰

(メ アリ1世 )

1559 エリザベス1世 ,統一

法制定発布,国教会確立

1563 信仰管恭制定

1593 国教忌避者処罰法制定

教

義

●聖書と伝承を重視

●教皇至上主義

●教皇蕪謬説
●善行による救済

●義認説(人は信仰によってのみ義

とされる)

●聖書主義

●『キリスト者の自由』

●予定説(人が救われるか否か

は予め神が定めている)

●徹底した聖書主義
●『キリスト教綱要』

●教義にルターやカルヴァン

の説を取り入れているが,

儀式はカトリックと大差が

ない

教

　

会

普遍教会・聖職者階層制度

信 者

領邦教会制度 国家教会主義

信 者

社
会
観

●政教一致

●正しい政治 社会は正しい

信仰の上にのみ築かれる

●政教分離(信仰を内面の問題とする)

●君主権 身分 鞠亨を容認し現状

肯定

D政教一致

D共和主義的神政政治を主張

●政教一致

●イギリス国王が首長

●教会は国家の監督支配下
職
業
観

●世俗職業,燈 IJ商業 高

利貸などを蔑視

●世俗の職業も司祭職と同じく尊

重(職業神授説)

D禁欲と勤勉を奨励(職業倫理)

D蓄財を肯定

●新旧両派の中間的なもので,

特別の関心なし

支
持
層

教皇 皇帝派
由辰

白
王
菅
田

教
　
・

反

市

反皇帝派の諸侯と自由都

富裕市民
新興市民階級 知識階級

貴族 大商人 ジェントリ

保守的農民

伝

播
アジア アフリカ 中南米

北ドイツ スウェーデン

ノルウェー デンマーク

フランス(ユグノー)

オランダ(ゴイセン)

イングランド(ピューリタン)

スヨットランド(プレスビテリアン)

イングランド

要

　

点

Dト リエント公会議で,教
皇至上権,教会内部の粛

正,宗教裁判の強化,禁
書目録制定などを決める

D厳格な組織(イエズス会な

ど)で布教活動を推進

●信仰至上主義。信仰面 精神面

のみを強調

●ドイツ農民戦争では,改革が社

会変革に及3iこ とを否定

(ルターの改革の限界)

●蓄財の肯定は,新興市民階

級の要望と合致

●資村聾謝会の物麟 発展に

貢献(マ ックス=ヴェーバー
「プロテスタンティズムの倫理と

資本主義の精神」19餌～05)

●ヘンリ8世力馴 離婚問題を

きつ力Чナにおこした改革

●政治的性格が強く,国家教

会主義の典型

神聖□―マ帝国

ルター派諸侯 都市

(シ ュマルカルデン同盟)

皇帝カール5世 (位 1519～ 56)

旧教派諸侯 都市

スレイマン 1世

(位 1520～66)

フランソワ 1世

(位 1515～47)



1534首長法

1559統一法
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1541～64
カルヴアン神政政治 1545～63

トリエント公会議

国国回

ルター派
イギリス国教会
カルヴァン =

ツヴィングリ派
国国回

ギ リシア正教

イスラム教

その他

→ ルター派の波及
→ カルヴアン派の波及

・   宗教改革関係地

一
神聖□―マ帝国の境界

口宗教改革後の宗教分布(1560年頃)

●現在の宗派分布 (世界キ リス ト教百科事興 教文館 )

6宗教戦争

CI:輌‐l 宗教戦争は,政治的要因が複

雑に絡み合う場合が多い。特に上の3つ

の戦争よ,中産市民層と絶対王政との戦

いというよりも,当時西欧で大きな勢力

を誇つたハプスブルク家をめぐる国際戦

争の性格が強い。

○サン =バルテルミの虐殺 ユグ

ノー戦争中の1572年 ,ユグノーのリーダ

ー,ナヴアル王アンリ(後のアンリ4世 )

は国王シャルル9世との和解として王の

妹マルグリートと結婚した。 3月 24日 ,

ユグノーの台頭を恐れた王の母后カトリ

ーヌとギーズ公は,結婚の祝福のために

全国からパリに集まったユグノーの貴族

を不意打ちし,約 3000人を虐殺した。こ

れを機に,ユグノー戦争はより激化した。

①魔女狩 り 'レネサンス期のヒューマニズムに基づく近代個人

主義精神に助長され,宗教改革は進展し新旧両派の対立も激化し

た。そして宗教裁llの一つである魔女狩りもピークを迎えた。男

女を問わず密告や噂で魔女として告発し,拷 PoOに より魔女との自

白を強要し処刑した。16～ 17世紀に約900万 の人々が虐殺された。

「

~~~~~~~~… …………………………………¬

●□―マ =カ トリック教会の今音
宗教改革により勢力が縮小したカトリック教会だが,イ エ

ズス会などの活動によリドイツ西南部を奪回,ポルトガル・ス

ベインの植民活動によリアジア・アメリカヘ勢力を拡大した。
:

○イグナティウス =□

ヨラ (1491頃～1556)ス ペ

インのバスク出身。1534年 ,

パリでイエズス会を倉」立。

現代のカトリック教会は時勢に合う柔軟な姿勢をもち,教 l

昴員」ころ:ぜ:昇it;Uり象言[ぁ輌藷は電ムF僣吾畠
|

に活動している。 ①」
.ル

バチョフソ連書記長(左 )と :

ユグノー戦争(1562～ 98)(OP14■年) オランダ独立戦争(1568～ 1609)10P138口 年 三十年戦争(1618～48)(OP142回 )

原

因

フランス国王シャルル9Jの母后カトリー

ヌの宗教政策とギーズ公のユグノー殺害

スペイン国王フェリペ2世のネー刀レラン

トヘの旧教強制に対する」'イ センの蜂起

国王(後の独皇帝)フ ェルディナント2世に

対するベーメン(ボヘミア)新教徒の反乱

経

　

過

ユグノー派諸候 ×  旧教派諸候

イギリス |    |スペイン

1572 サン=バルテルミの虐殺

1589 ヴァロワ朝断絶,

ブルボン家のアンリが即位

(ア ンリ4世 )

1579 南部10州 (現ベルギー)の離脱と北

部7州 によるユトレヒト同盟の結成

1581 オランダ独立宣言

(総督オラニエ公ウィレム)

スウェーデン王グスタフ=ア ドル

1635

フ,リ ュッツェンで戦死

旧教国フランスの新教側への参戦

終

結

ナントの勅令(1598)でユグノーに信仰の

自由と市民権を承認

休戦条約(1609)により事実上の独立

(正

式承認はウェストフアリ
子喬s〕

ウェストフアリア条約(1648)で諸侯 自

由都市単位でのカルヴアン派の公認(神

聖□―マ帝国の分裂が進む)

6反宗教改革(対抗宗教改革)

○フランシスコ =ザ
ビエル(シ ャヴィエル)

(1506頃 ～52)スペイ

ンのバスク出身。□∃ラ

とともにイエズス会を設

立した。東方伝道のため,

1542年以降,イ ンド 東

南アジアで布教。1549年 ,

鹿児島に上陸,初めて日

本にキリスト教を伝えた。

(神戸市立博物館蔵 )

⑬おもな公会議(宗教会議)

公 会 議 名 開催年 要請者・召集者 内 容

ニケーア公会議 OP:5口■ [T■■ コンスタンティヌ
ス帝

アタナシウス派を正統
アリウス派を異端

エフェソス公会議10P37口年| テオドシウス2世 ネストリウス派を異端

クレルモン公会議1 0Pl18■ ■ 1095 ウルバヌス2世 聖地奪回のための十字軍提唱

コンスタンツ公会議10P120口 | 1414～ 18 ジギスムント帝 フスの火刑 教会大分裂の終結

トリエント公会議iOP434田千 1545～63 カール5世 教皇の無謬性 至上性の確認


